
１　騒音振動規制法
表１　騒音規制法に基づく特定工場等に係る規制基準 表２　振動規制法に基づく特定工場等に係る規制基準

昼間 朝・夕 夜間 昼間 夜間
（８：００～１９：００） （　６：００～　８：００） （２３：００～６：００） （８：００～１９：００） （１９：００～８：００）

（１９：００～２３：００） 第１種区域 ６０ｄＢ ５５ｄＢ

第１種区域 ５０ｄＢ 第２種区域 ６５ｄＢ ６０ｄＢ
第２種区域 ６０ｄＢ
第３種区域 ５５ｄＢ
第４種区域 ６５ｄＢ

表３　騒音規制法に基づく特定建設作業に係る勧告基準 表４　振動規制法に基づく特定建設作業に係る勧告基準
第１号区域 第２号区域 第１号区域 第２号区域

騒音の大きさ 振動の大きさ
作業時間帯 １９：００～７：００でないこと ２２：００～６：００でないこと 作業時間帯 １９：００～７：００でないこと ２２：００～６：００でないこと

１日の作業時間 １０時間を超えないこと １４時間を超えないこと １日の作業時間 １０時間を超えないこと １４時間を超えないこと

作業期間 作業期間
作業日 作業日

２　環境基準
表５　一般地域における騒音基準

昼間 夜間 都市計画法に基づく類型指定
（６：００～２２：００） （２２：００～６：００） ＡＡ区域：指定なし

ＡＡ類型 ５０ｄＢ ４０ｄＢ 　Ａ区域：第１・２種低層住居専用地域、第１・２種中高層住居専用地域
Ａ類型 　Ｂ区域：第１・２種住居地域、準住居地域
Ｂ類型 　Ｃ区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
Ｃ類型 ６０ｄＢ ６０ｄＢ

表６　道路に面する地域における騒音基準

昼間 夜間 夜間
（６：００～２２：００） （２２：００～６：００） （２２：００～６：００）

Ａ類型 ６０ｄＢ ５５ｄＢ ６５ｄＢ
Ｂ類型 （４０ｄＢ）

１車線以上 Ｃ類型

　２０メートルの範囲）については、上表にかかわらず、特例として次表に掲げる基準値とする。
表７　幹線道路に近接する空間に係わる基準

日曜その他の休日でないこと

７５ｄＢ（作業場所の敷地境界線において）

（６：００～２２：００）
昼間

５５ｄＢ

幹線道路に近接する空間に係わる基準 ７０ｄＢ以下 ６５ｄＢ以下
昼間（６：００～２２：００） 夜間（２２：００～６：００）

幹線道路

４５ｄＢ
５０ｄＢ

６５ｄＢ
７０ｄＢ

基準値（Ｌｅｑ）

連続６日間を超えないこと
日曜その他の休日でないこと

８５ｄＢ（作業場所の敷地境界線において）

連続６日を超えないこと

70ｄＢ
（４５ｄＢ）

＊ただし、幹線交通を担う道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び４車線以上の市町村道等）に近接する空間（２車線以下の道路から１５メートル、２車線を超える

４５ｄＢ

２車線以上
６５ｄＢ ６０ｄＢ

車線数 類型指定
幹線道路以外の道路


